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議案第１４号

向日市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について

向日市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を制定

する。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。

平成３０年２月２３日提出

向日市長 安 田 守
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条例第 号

向日市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

向日市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年条例第１号）の

一部を次のように改正する。

第３条第２号中「第５５条第１項」の次に「 法第５５条の２第（

２項において準用する場合を含む 」を加え 「同項」を「法第５。） 、

５条第１項」に改め、同条第３号中「第５５条第２項第１号」の次

に「 法第５５条の２第２項において準用する場合を含む 」を加（ 。）

え、同条第４号中「第５５条第２項第２号」の次に「 法第５５条（

の２第２項において準用する場合を含む を加え 同号 を 法。）」 、「 」 「

第５５条第２項第２号」に改め、同条に次の１号を加える。

(5) 法第５５条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者であっ

て、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第１１６条

の２第１項及び第２項の規定の適用を受け、これらの規定によ

り本市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険

者であった被保険者

第６条第１項ただし書中「が１０円未満である場合においては、

この限りでない」を「に１００円未満の端数があるとき、又はその

全額が１，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額

を納付することを要しない」に改め、同条に次の１項を加える。
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３ 市長は、被保険者又は連帯納付義務者が納期限までに納付しな

かったことについて、やむを得ない理由があると認める場合にお

いては、第１項の延滞金を減免することができる。

附則中第２項の前の見出し、同項及び第３項を削り、第４項を第

２項とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の向日市後期高齢者医療に関する条例第６条の規定は、

平成３０年４月１日以後収納する延滞金から適用し、同日前に収

納し、又は収納すべきであった延滞金については、なお従前の例

による。
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〈参 考〉

向日市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（保険料を徴収すべき被保険者） （保険料を徴収すべき被保険者）

第３条 本市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げ 第３条 本市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げ

る被保険者とする。 る被保険者とする。

(1) 略 (1) 略

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律 (2) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律

第８０号。以下「法」という。）第５５条第１項（法 第８０号。以下「法」という。）第５５条第１項

第５５条の２第２項において準用する場合を含む。）

の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等（法 の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等（同

第５５条第１項に規定する病院等をいう。以下同 項 に規定する病院等をいう。以下同

じ。）に入院等（法第５５条第１項に規定する入院等 じ。）に入院等（同項 に規定する入院等

をいう。以下同じ。）をした際本市の区域内に住所を をいう。以下同じ。）をした際本市の区域内に住所を

有していた被保険者 有していた被保険者

(3) 法第５５条第２項第１号（法第５５条の２第２項に (3) 法第５５条第２項第１号

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用を受ける の規定の適用を受ける

被保険者であって、継続して入院等をしている２以上 被保険者であって、継続して入院等をしている２以上

の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際本市の の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際本市の

区域内に住所を有していた被保険者 区域内に住所を有していた被保険者

(4) 法第５５条第２項第２号（法第５５条の２第２項に (4) 法第５５条第２項第２号

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用を受ける の規定の適用を受ける

被保険者であって、最後に行った法第５５条第２項第 被保険者であって、最後に行った同号

２号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継 に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継

続入院等の際本市の区域内に住所を有していた被保険 続入院等の際本市の区域内に住所を有していた被保険

者 者

(5) 法第５５条の２第１項の規定の適用を受ける被保険

者であって、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９

２号）第１１６条の２第１項及び第２項の規定の適用

を受け、これらの規定により本市に住所を有するもの

とみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険

者

（延滞金） （延滞金）

第６条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその 第６条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその

保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、そ 保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、そ
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の納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金 の納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金

額が２,０００円以上（１,０００円未満の端数があると 額が２,０００円以上（１,０００円未満の端数があると

きは、これを切り捨てる。）であるときは、当該金額に きは、これを切り捨てる。）であるときは、当該金額に

つき年１４.６パーセント（当該納期限の翌日から３月 つき年１４.６パーセント（当該納期限の翌日から３月

を経過する日までの期間については、年７.３パーセン を経過する日までの期間については、年７.３パーセン

ト）の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を ト）の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を

加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に 加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が

１００円未満の端数があるとき、又はその全額が１,０ １０円未満である場合においては、この限りでない

００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を

納付することを要しない。 。

２ 略 ２ 略

３ 市長は、被保険者又は連帯納付義務者が納期限までに

納付しなかったことについて、やむを得ない理由がある

と認める場合においては、第１項の延滞金を減免するこ

とができる。

附 則 附 則

（平成２０年度における被扶養者であった被保険者に係

る保険料の徴収の特例）

２ 平成２０年度における被扶養者であった被保険者（法

第９９条第２項に規定する被扶養者であった被保険者を

いう。以下同じ。）に係る普通徴収の方法によって徴収

する保険料の納期は、第４条第１項の規定にかかわらず

、次のとおりとする。

第１期 １０月１日から同月３１日まで

第２期 １１月１日から同月３０日まで

第３期 １２月１日から同月２８日まで

第４期 １月１日から同月３１日まで

第５期 ２月１日から同月２８日まで

第６期 ３月１日から同月３１日まで

３ 平成２０年度において、被扶養者であった被保険者に

係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期につ

いて第４条第２項の規定を適用する場合においては、同

項中「市長が別に定める」とあるのは、「１０月１日以

後における市長が別に定める時期とする」とする。

（延滞金の割合等の特例） （延滞金の割合等の特例）

２ 略 ４ 略


